
①～⑤は、教科書選定・採択の進め方の順序を表しています。

大阪府教育委員会 学校
（校長）

①採択要領の決定
　（５月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　ア）採択要領

②選定についての周知
 （６月上旬の採択事務説明会にて周知する）

　ア）採択要領

　イ）教科書目録（文部科学省作成）

　ウ）編修趣意書（文部科学省作成） 　（ア～エに基づき選定し、７月中旬

までに報告する）

 （６月下旬の教育委員会会議を経て通知する）

　エ）検定教科書の調査結果

④教科書の採択　
 （８月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　　　　　　　　　　　

⑤採択結果の通知
 （８月下旬に学校へ通知する） 　　

２－４

府立高等学校及び府立支援学校（高等部）
教科書選定・採択の仕組み

③教科書の選定

別添１



　①～⑤は、教科書選定・採択の進め方の順序を表しています。

大阪府教育委員会 学校
諮問 （校長）

①採択要領の決定
答申 　（５月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　ア）採択要領

②選定についての周知
 （６月上旬の採択事務説明会にて周知する）

　ア）採択要領

　イ）教科書目録（文部科学省作成）

　ウ）編修趣意書（文部科学省作成）

　エ）教科用図書選定資料

　　（1）附則第９条関係教科用図書       　（ア～エに基づき

　　　　　　 選定資料   ・・令和４年６月改定 　　　　選定し、７月中旬

　　（2）小学校用    ・・令和５年６月作成 　　　　までに報告する。）

　　（3）中学校用    ・・令和６年６月作成

④教科書の採択　
 （８月中旬の教育委員会会議にて決定する）

⑤採択結果の通知 　　
 （８月下旬に学校へ通知する）

２－５　　　　

府立支援学校（小学部・中学部）
教科書選定・採択の仕組み

大阪府
教科用
図書選定
審議会

③教科書の
選定

別添２



　①～⑤は、教科書選定・採択の進め方の順序を表しています。

大阪府教育委員会 学校
諮問 （校長）

①採択要領の決定
答申 　（５月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　ア）採択要領

②選定についての周知
 （６月上旬の採択事務説明会にて周知する）

　ア）採択要領

　イ）教科書目録（文部科学省作成）

　ウ）編修趣意書（文部科学省作成）

　エ）教科用図書選定資料

      　（ア～エに基づき

　　　　選定し、７月中旬

　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　までに報告する。）

④教科書の採択　
   （８月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　　　　　　　　　　　

⑤採択結果の通知
   （８月下旬に学校へ通知する） 　　

２－６　　　

府立の併設型中高一貫校の中学校
教科書選定・採択の仕組み

大阪府
教科用
図書選定
審議会

③教科書の
選定

　　   （1）中学校用・・令和６年６月作成

別添３



①～⑤は、教科書選定・採択の進め方の順序を表しています。

大阪府教育委員会 学校
（校長）

①採択要領の決定
　（５月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　ア）採択要領

②選定についての周知
 （６月上旬の採択事務説明会にて周知する）

　ア）採択要領

　イ）教科書目録（文部科学省作成）

　ウ）編修趣意書（文部科学省作成） 　（ア～エに基づき選定し、７月中旬

までに報告する）

 （６月下旬の教育委員会会議を経て通知する）

　エ）検定教科書の調査結果

④教科書の採択　
 （８月中旬の教育委員会会議にて決定する）

　　　　　　　　　　　

⑤採択結果の通知
 （８月下旬に学校へ通知する） 　　

２－７　

府立の併設型中高一貫校の中学校
高等学校用教科書選定・採択の仕組み

③教科書の選定

別添４


